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資料２             

令和５年度 豊山町保健事業（案） 

 
１ 健康づくり推進事業             （  は令和５年度 新規事業） 

事業の種類 対象者 内  容 

健康･福祉 

フェスティバル 
住民 

健康度･体力チェック、健康相談、歯科健康相談、親

子遊び提案、折り紙プレゼント 

食生活改善推進活動 住民 定例会､研修会､食生活改善普及活動 

健康マイレージ  

普及講座 
住民 筋力トレーニング、ストレッチ等の健康講座 

８０２０表彰 ８０歳以上 
２０本以上自分の歯のある方の表彰・記念品贈呈 

（健康・福祉フェスティバルで実施） 

 

２ 成人保健事業 

事業の種類 対象者 内  容 

健
康
診
査 

成人健康診査 

30歳代及び 40歳

以上で特定健診・

後期高齢者健診の

対象でない者 

問診､尿検査､身体計測､眼底･眼

圧検査､血液検査､心電図､診察 

集団健診 

個別健診 

胃がん検診 
40歳以上 胃部レントゲン 集団検診 

50歳以上 胃内視鏡検査 個別検診 

大腸がん検診 40歳以上 
便潜血反応検査（2日法） 

無料クーポン券発行（40・50歳） 

集団検診 

個別検診 

肺がん検診 

40歳以上 胸部レントゲン 
集団検診 

個別検診 

50歳以上で喫煙指

数が 600以上の者 
喀痰検査 集団健診 

乳がん検診 

30歳～39歳の女性 超音波検査 集団検診 

40歳以上の女性 
乳房 X線検査 

無料クーポン券発行（40・50歳） 

集団検診 

個別検診 

子宮がん検診 20歳以上の女性 

子宮頸部・体部細胞診検査 

ＨＰＶ検査（30歳～40歳） 

無料クーポン券発行（20・30歳） 

集団検診 

個別検診 

骨粗鬆症検診 30歳以上の女性 
超音波検査 集団検診 

Ⅹ線検査 個別検診 

前立腺がん検診 50歳以上の男性 血液検査（ＰＳＡ検査） 
集団検診 

個別検診 

B･C型肝炎検査 
40歳及び 

未検査の者 
B･C型肝炎検査、健康教育 集団検診 
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事業の種類 対象者 内  容 

健
康
診
査 

歯周病検診 

30歳以上 
歯周病検診､はみがき指導､個別

相談 
集団検診 

40、45、50、55、

60、65、70歳の者 
歯周病検診、保健指導 個別検診 

 

健
康
教
育 

          

教
育 

成人健康教育 
30歳以上 

(成人健診受診者) 
生活習慣病予防、心の健康教育 

乳がん自己検診

教育 
乳がん検診受診者 乳がん自己検診法の教育 

健
康
相
談 

 

  

 

成人健康診査 

結果説明会 
成人健診受診者 

個別相談による健診結果説明､生活習慣改善

指導 

歯科健康相談 30歳以上 問診、アンケート、個別相談 

成人健康相談 住民 個別相談､身体計測 

心の健康相談 住民 個別相談 

訪問指導 
成人健康診査後要

継続指導の者 
訪問指導 

特定保健指導 

（国保事業） 

特定健診で特定保

健指導の必要な者 

積極的支援・動機づけ支援 

集団指導・個別相談 

糖尿病重症化予防 

事業 

糖尿病未治療者及

び中断者、糖尿病

性腎症未治療者 

受診勧奨及び保健指導 

かかりつけ医と連携した保健指導 

助

成 

骨髄移植ドナー

等支援事業 

骨髄提供者及び骨

髄提供者が勤務し

ている事業所 

骨髄提供者と骨髄提供者が勤務している事

業所に対し、助成金を交付 

がん患者アピア

ランスケア用品

購入費補助事業 

がんと診断され補

整具（ウィッグ、

乳房補整具）を購

入した者 

がん治療に伴う外見の変化をカバーする補

整具（ウィッグ、乳房補整具）の購入に係る

費用の一部を補助 

若年がん患者 

ターミナルケア

支援事業 

末期のがんである

と医師が認めた者

で 40歳未満の者 

在宅における療養生活に必要な経費の一部

を補助 

 

○若年がん患者のターミナルケア支援事業（新規） 

１．目的 

ターミナル期の若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して日常生活を送ることが

できるよう、在宅における療養生活を支援することで、患者及び家族の負担を軽減する。 

２．対象者 

末期のがんであると医師が認めた者で４０歳未満の者 

３．対象サービス 

①訪問介護(身体介護・生活援助・通院等介助）②訪問入浴介護  

③福祉用具貸与 ④福祉用具購入 
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４．補助額 

対象サービス①②③④ 月額利用料合計（１か月上限６万円）の９割 

 

○健康づくり計画 生活習慣実態調査（新規） 

平成２６年度に策定した第２次とよやま健康づくり２１計画は１０年計画であり、令

和５年度は次期計画策定時期であったが、国の健康日本２１計画（第二次）、県の健康日

本２１あいち新計画が１年延長することに伴い、町の計画期間についても１年間延長し

ました。そのため、令和５年度に生活習慣実態調査を行い、令和６年度に最終評価し、

次期計画を策定します。 

【生活習慣実態調査の内容】 

  調査対象：乳幼児、幼児（3 歳～6 歳）、小学 4 年（本人・保護者）、小学 6 年（本人・

保護者）、中学 2 年（本人・保護者）、青年、成人 

  調査数 ：約５，６４０人 

  調査方法：郵送による配布・回収 

  調査内容：健康意識、健康行動、生活習慣の実態を把握 

 

３ 母子保健事業 

○母子健康手帳の表記を「親子健康手帳」へ変更 

 令和５年度より母子健康手帳の表記を「親子健康手帳」へ変更します。現在、家族形態

が多様化していることを踏まえ、母親だけではなく父親を含めた家族が活用するものとし

て、表記の変更をすることにしました。 

 親子健康手帳は、学童期以降の記録ができるようになっており、子育てや思春期の心の

変化等に関する記載もあり、長く活用できるものになると考えています。 

 

事業の種類 対象者 内  容 

健
康
診
査

 
 
 
 
 

妊婦健康診査 

産婦健康診査 

乳児健康診査 

新生児聴覚検査 

妊婦 

産婦 

乳児 

新生児 

妊婦１４回（一般健診、血液型検査、血糖

検査、Ｂ型・Ｃ型肝炎検査、子宮頚部がん

検診、ＨＩＶ抗体検査、風疹抗体価検査、

Ｂ群溶血性レンサ球菌検査、ＨＴＬＶ－１

抗体検査、性器クラミジア感染検査、超音

波検査） 

多胎妊婦５回分追加補助（一般健診） 

産婦１回（一般健診、メンタルチェック） 

乳児２回（生後１か月、６～９か月） 

新生児聴覚検査（生後４週以内） 

妊婦歯科健康診査 妊婦 
歯科健康診査、歯科保健指導 

産婦歯科健康診査 産婦 

健 

康

診

査 

３か月児健康診査 ３～４か月児 
問診、身体計測、診察、保健指導、離乳食

指導、個別相談、ブックスタート 

１０か月児健康診査 ９～１０か月児 
問診、身体計測、診察、保健指導、歯科保

健指導、個別相談 
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１歳６か月児 

健康診査 
１歳６か月児 

問診、身体計測、診察（内科、歯科）、フ

ッ化物塗布、保健指導、個別相談、発達相

談 

３歳児健康診査 ３歳児 

問診、身体計測、尿検査、診察（内科、歯

科）、フッ化物塗布、保健指導、個別相談、

発達相談、屈折検査機器を使用したスクリ

ーニング検査 

２歳児歯科健診 
２歳 

２歳６か月児 

歯科健康診査、フッ化物塗布、ブラッシン

グ指導 

健
康
相
談 

親子（母子）手帳交付 妊婦 
親子（母子）健康手帳の交付、健康診査受

診票の交付、妊婦相談 

妊婦相談 
親子（母子）手帳

交付済みの妊婦 
妊婦相談 

こども健康相談 乳幼児と保護者 身体計測、健康相談、栄養相談 

あかちゃん相談 産婦・乳児 母乳相談、子育て相談 

要観察児相談 
健診での経過観

察児 
発達に関する個別相談 

２歳児すくすく相談 
２歳児歯科健診

受診者 
発達・育児に関する個別相談 

歯科保健指導 
１０か月児健康

診査受診者 
歯みがき指導 

離乳食指導 
３か月児健康診

査受診者 
離乳食指導、離乳食の試食及び個別相談 

栄養相談 

10 か月・1 歳 6

か月・3 歳児健

診、2 歳児歯科

健診受診者 

個別栄養相談 

健
康
教
育 

ニューファミリー教

室 
妊婦とその夫 

妊娠・出産・子育てに関する講座、育児体

験、パパママ講座 

ブックスタート事業 
３か月児健康 

診査受診者 

絵本ボランティアによる絵本の読み聞か

せ、絵本の配布 

育児教室 

(あかちゃん広場) 

３か月～１２か

月までの乳児と

保護者 

育児についての健康教育、体操、親子遊び、

交流会 

言語発達教室 

(ひよこの会） 

幼児健診 

事後指導児 

体操、親子遊び、課題遊び、母子グループ

学習会、発達相談、個別相談 
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健
康
教
育 

子育て支援教室（１歳

６か月児健診後） 

1 歳 6 か月児健

診後経過観察が

必要な児と保護

者 

体操、親子遊び、課題遊び、個別相談 

母親支援教室 

育児不安や子育

て困難を感じて

いる母親 

身体計測、個別相談、親子遊び、母子分離

し母親同士のグループミーティング実施 

産後ケア事業 
産婦 

乳児 

産後の母子に対する心身のケアや育児の

サポート（ショートステイ又はデイケア） 

訪 問 指 導 
妊産婦 

乳幼児 

妊産婦訪問（産前産後サポート事業）、ハ

イリスク妊産婦訪問、新生児訪問、低出生

体重児訪問、乳児家庭全戸訪問、養育支援

訪問、幼児訪問、健診未受診者訪問 

母子保健推進員活動 
妊産婦 

乳幼児 

妊婦・乳児の訪問、健診・２歳児すくすく

相談・歯科健診の案内配布、教室補助 

助

成 

一般不妊治療費助成 不妊の夫婦 一般不妊治療費の助成（通算２年間）  不妊の夫婦 一般不妊治療費の助成（通算２年間） 一般不妊治療費の助成（通算２年間） 

出産・子育て応援 

交付金 

妊婦 出産応援金として５万円支給 

出生した子の 

養育者 
子育て応援金として５万円支給 

 

○妊産婦歯科健康診査（拡充） 

 現在実施している妊産婦歯科健康診査の集団歯科健診を廃止し、令和５年度より妊産婦

が自身の体調や都合に合わせて受診できるよう個別歯科健診を導入します。妊娠中はホル

モンバランスや食生活の変化でむし歯や歯周炎になりやすく、口腔内が悪化する時期であ

るため、妊産婦歯科健康診査を通じて妊産婦のみならず、生まれてくる子どもや家族の口

腔の機能の維持・増進を図ります。 

 対象者：妊婦及び産婦（出産後１年未満） 

 健診回数：妊婦１回、産婦１回 

 健診料：無料 

 指定医療機関：西春日井歯科医師会に属する町内の歯科医院 

 

 

○出産・子育て応援交付金（令和５年２月より開始） 

すべての妊婦や子育て家庭が、安心して出産・子育てできるよう、身近で相談に応じ

支援する伴走型の相談支援を充実させるとともに、子育て家庭の経済的支援として、出

産・子育て応援金を交付します。 
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  出産応援金 子育て応援金 

支給対象者 面談を受けた妊婦 
面談を受けた産婦又は出生した子

どもを養育する方 

支 給 金 額 妊婦 1人につき５万円 子ども 1人につき５万円 

申 請 期 限 妊娠中 出産後 4か月以内 

申 請 方 法 

親子（母子）健康手帳交付時に、

助産師又は保健師による面談を

実施し、申請書を配布し申請 

出生時に申請書とアンケートを配

布し、乳児家庭全戸訪問等の面談

時に申請書とアンケートを提出 

 

４ 予防接種事業 

（１）定期予防接種 

ワクチンの種類 対象者 内  容 

ＢＣＧ 生後１２か月未満児 個別接種 

ロタウイルス 生後６週～生後３２週までの乳児 個別接種 

ヒブ 生後２か月～５歳未満児 個別接種 

小児肺炎球菌 生後２か月～５歳未満児 個別接種 

Ｂ型肝炎 １歳未満児 個別接種 

四種混合 
（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ） 

生後２か月～９０か月未満児 個別接種 

二種混合 
（ジフテリア・破傷風） 

小学６年生 

（１１歳～１３歳未満） 
個別接種 

麻しん・風しん 

混合 

１期 生後１２か月～２４か月未満児 個別接種 

２期 小学校入学前の１年間 個別接種 

日本脳炎 

１期 
３歳～４歳 

（生後６か月～９０か月児） 
個別接種 

２期 小学４年生（９歳～１３歳未満） 

特例措置 

（１期・２期） 

平成１９年４月１日以前の生まれで

２０歳未満の者 
個別接種 
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ワクチンの種類 対象者 内  容 

水痘（水ぼうそう） １歳～３歳未満児 
 

個別接種 

子宮頸がん予防 

小学６年生～高校１年生に 

該当する年齢の女子 

個別接種 キャッチアップ対象者 

平成９年４月２日から平成１９年４

月１日生まれの女子 

高齢者インフルエンザ ６５歳以上 個別接種 

定期高齢者肺炎球菌 

令和５年度に６５歳、７０歳、 

７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、

９５歳、１００歳になる者 

（未接種者） 

個別接種 

成人風しん 

（風しん追加的対策） 

昭和３７年４月２日から昭和５４年

４月１日生まれの男性で十分な量の

抗体のない者 

個別接種 

 

〇子宮頸がん予防ワクチン接種 ９価ワクチン接種開始 

 現在定期接種として承認されている２価・４価の子宮頸がんワクチンに加え、新たに

令和５年度より９価ワクチンが定期接種の対象となります。町においても、９価ワクチ

ン接種を開始し、更なる感染予防効果を図ります。 

対 象：①定期接種 小学６年生～高校１年生に該当する年齢の女子 

②キャッチアップ接種（積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方） 

       平成９年４月２日から平成１９年４月１日生まれの女子 

キャッチアップ接種期間：令和４年４月から令和７年３月までの３年間 

 

（２）任意接種 

ワクチンの種類 対象者 内  容 

風しん 
妊娠を予定又は希望されている  

女性及びその夫または妊婦の夫 
個別接種 

医療行為により抗体を失った者に

対する再接種費補助事業 

骨髄移植手術などの医療行為によ

り、接種済みの予防接種の効果が 

期待できない者 

予防接種費用

の補助 

子どもインフルエンザ 

生後６か月～１５歳未満の者       

（補助回数：生後６か月～１３歳未

満２回、１３歳～１５歳未満１回） 

予防接種費用

の補助 

帯状疱疹 満５０歳以上の者 
予防接種費用

の補助 

おたふくかぜ 
① １歳～２歳未満  

② 小学校就学前の１年間（年長児）  

予防接種費用

の補助 
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〇おたふくかぜ予防接種補助事業（新規） 

目 的：おたふくかぜ予防接種費用の一部補助を行うことで、おたふくかぜの発症及び

合併症（難聴、髄膜炎、精巣炎、卵巣炎）を予防する 

 対象者及び補助回数：①１歳～２歳未満         １回 

           ②小学校就学前の１年間（年長児） １回 

 補助額：１回 ２，０００円 

  

（３）抗体検査 

事業の種類 対象者 内  容 

風しん抗体検査 

（風しんの追加的対策） 

昭和３７年４月２日から昭和５４年

４月１日生まれの男性 
個 別 

 

５ 結核予防事業 

事業の種類 対象者 内  容 

結核検診 ６５歳以上 
胸部レントゲン撮影 

（集団検診・個別検診） 

 

６ 献血推進事業 

事業の種類 対象者 内  容 

献  血 １６歳～６９歳 ４００ｍｌ献血 

 


